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コラム

警察・交番 消防署（出張所）救急告示又は官公立等主要病院

福岡市では、次のとおり災害時の指定緊急避難場所・指定避難所を指定しています。

被災者が一定の期間、避難生活を送るための施設です。
●一時避難所
公民館など50人以上を受け入れることができる施設
●収容避難所
小・中学校など100人以上を受け入れることができる施設
災害の状況、施設の被害状況や周囲の状況等から安全を確認し、開設します。

指定緊急避難場所・指定避難所について

指定避難所
災害の危険から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所で、
災害の種類ごとに指定しています。
●地区避難場所
公民館や小・中学校などの施設、小・中学校グラウンドや公園などの場
所
●広域避難場所
大規模な公園など

指定緊急避難場所

消 防 航 空 隊 大字奈多字小瀬抜1302-47 608-3119

凡例（災害種別毎の指定緊急避難場所・指定避難所の指定）
　○：使用可
　②：2階以上使用可（学校は、校舎2階以上）
　③：3階以上使用可（学校は、校舎3階以上）
　╳：使用不可

※地区避難場所のうち「九州産業大学」「海の中道海浜公園」
「汐井公園」「名島運動公園」「箱崎公園」「雁の巣レクリエー
ションセンター」「アイランドシティ中央公園」「青葉公園」は、広
域避難場所にも指定されています。

市主要行政機関

地区避難場所一時避難所 収容避難所

※志賀公民館勝馬分館については、電話機器が無いため、志
賀公民館の連絡先を記載

※収容避難所は地区避難場所にも指定されています。

香椎照葉7丁目5-1
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照葉公民館

照葉北公民館 香椎照葉3丁目2-1

体育館
2階

リスト内の■■で表示した避難所には
AEDが設置されています。

東区役所
〒812-8653 東区箱崎2-54-1　☎ 631-2131（代）

（東保健所）東区保健福祉センター
〒812-0053 東区箱崎2-54-27

※区役所、保健福祉センター各課への電話・FAX番号は、P.22をご覧ください。
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